
訓

令

(

第
三
号)

○
福
岡
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

調
査
統
計
課)

一

福
岡
県
訓
令
第
三
号

本

庁

出
先
機
関

福
岡
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
統
計
事
務
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
九
月
福
岡
県
訓
令
第
二
十
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

も
つ
て｣

を

｢

も
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

用
語
の
定
義)

第
二
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て

｢

統
計
調
査｣

と
は
、
知
事
が
独
自
に
、
又
は
行
政
機
関
等

(

統
計
法

(

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
機

関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

か
ら
委
託
を
受
け
て
、
統
計
の
作
成
を
目
的
と
し
て
、
個
人
又
は
法

人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
、
事
実
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
調
査

(

意
識
に
関
す
る
調
査

を
含
む
。)

を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

一

知
事
が
そ
の
内
部
に
お
い
て
行
う
も
の

二

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
以
外
の
法
律
又
は
政
令
に
お
い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

(

報
告
及
び
統
計
法
に
基
づ
く
届
出)

第
三
条

各
課
の
長
は
、
実
施
を
予
定
し
て
い
る
統
計
調
査
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
統
計
調
査
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
年
度
の
四
月
末
日
ま
で
に
、
企
画
・
地
域
振
興
部
調
査
統
計
課
長

(

以
下

｢

調
査
統

計
課
長｣

と
い
う
。)

に
文
書

(

様
式
第
一
号)

を
も
っ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
課
の
長
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
届
出
を
要
す
る
統
計
調
査

(

以
下

｢

届
出
統
計
調
査｣

と
い
う
。)

を
実
施
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
調

査
統
計
課
長
に
当
該
届
出
に
要
す
る
書
類
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
課
の
長
は
、
届
出
統
計
調
査
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
調
査
統
計
課
長
に

届
出
統
計
調
査
中
止
届

(

様
式
第
二
号)

を
も
っ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中

｢

第
二
項｣

を

｢

第
一
項｣

に
、

｢

県｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

課
長
補
佐
又
は
参
事
補
佐｣

を

｢

副
課
長
、
課
長
補
佐
、
企
画
主
幹
、
参
事
補

佐
等｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

県｣

を

｢

知
事｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

行
つ
た｣

を

｢

行
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

も
つ
て｣

を

｢

も
っ
て｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
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様式第２号 (第３条関係)

� � �� � ��

 

����������

 

������� � 

� ��� � � � � � � �  

����� � � � � � � �  

�� � � � � � � � ! 

�"#� � � � � � � ! 

� $%&��'()*+,�-�-./+01234������15674�

8/9:123��;</=�>�?@A 

 

� � B� ��������

� � C� �����

� � -� ��9:�



�
�

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

����������	

 ������������ ��� ��������� !"# $%�&'()&)$)$*
�+,������$$$
 ������-./012�3� 456789:;<= >!"# $%�&(��&�)'
*

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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